
 

 

施設の使用許可等に関する要綱（南港市場） 

 

卸売場、仲卸売場、関連事業に使用する附帯施設及び卸売業者等以外の者が使用する

附帯施設等に係る使用許可又は使用許可の更新については、大阪市中央卸売市場業務

条例（以下「条例」という。）第 54条から第 60条までの規定及び同南港市場施行規則

（以下「規則」という。）第 44条から第 50条までの規定に基づくほか、その細目につ

いては、次のとおりとする。 

 

（許可申請書等） 

第１条 規則第 44 条第１項の卸売業者市場施設使用許可申請書、規則第 47 条第１項

の仲卸業者市場施設使用許可申請書、規則第 48条第１項の関連事業者市場施設使

用許可申請書及び規則第 49条第１項の市場施設使用許可申請書等の標準様式を示

すと別記様式第１のとおりである。 

 

（申請書の添付書類） 

第２条 規則第 49条第 2項（すでに同市場内において施設使用許可を受けている者が

追加で施設を使用する申請は除く。）の市長が必要と認める書類は、次のとおりと

する。 

(1) 法人の場合 

法人市町村民税の納税証明書 

(2) 個人の場合 

本人確認書類の写し及び個人市町村民税の納税証明書 

 

（施設の返還） 

第３条 規則第 55 条の施設の返還届（条例第 57 条第１項に基づく使用の許可に係る

ものに限り、施設の一部を返還する場合を除く。）に係る添付書類は次のとおりと

する。 

(1) 法人の場合 

   施設の返還に係る法人の意思決定を証する書類の写し又はこれに代わる書類 

(2) 個人の場合 

本人確認書類の写し 

 

（保証金の額） 

第４条 条例第 55条第１項（条例第 56条第５項、第 57条第６項、第 58条第６項にお

いて準用する場合を含む。以下同じ。）の市長が定める額とは、条例第 64条第１項

で規定する使用料（売上高割使用料を除く。以下同じ。）の３月分に相当する額と

する。ただし、保証金の額が 1,000円以上の場合で 1,000円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てる。 

２ 条例第 55 条第１項ただし書に規定する場合における保証金の額は、使用許可の

内容に応じて決定するものとする。 



 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、同項の規定により保証金の額を定めることが著しく

不適当であると認められる場合は、保証金の額を別に決定することがある。 

 

（保証金の返還） 

第５条 保証金は、使用許可を受けた市場施設を返還した後であっても、当該市場施設

に係る条例第 55条第４項の納付金のすべてを納付するまでは、これを返還しない。 

 

（使用許可の条件） 

第６条 加工業を行う関連事業者に対して行う使用許可（その更新の場合を含む。）に

は、条例第 77条の規定に基づき、毎事業年度終了後 90日以内に当該事業年度にお

ける事業状況の報告を行うことを条件として付するものとする。  

 

（原状変更の承認申請） 

第７条 規則第 50条の承認申請書の標準様式を示すと別記様式第２のとおりである。 

２ 前項の申請において、市長より当該承認に条件が付されている場合は、当該申請

者は承認を受けた日から着手日までの間に、当該条件を請ける旨の書面を提出しな

ければならない。 

３ 前項の書面の標準様式を示すと別記様式第３のとおりである。 

 

（原状変更の工事完成届） 

第８条 条例第 60条第２項の工事完成届の標準様式を示すと別記様式第４のとおりで

ある。 

 

附 則 

１ この要綱は、令和２年６月 21日から施行する。 

２ この要綱の施行の際現に卸売業者に係る許可を受けている者の保証金の額につ

いては、当分の間、附則別表第１のとおりとする。 

３ この要綱の施行の際現に仲卸業者に係る許可を受けている者の保証金の額につ

いては、当分の間、附則別表第２のとおりとする。 

４ この要綱の施行の際、現に存する改正前の規則第 66 条の承認申請書及び改正前

の条例第 58 条の３第２項の工事完成届は、この要綱の規定にかかわらず、当分の

間なおこれを使用することができる 。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附則別表１ 

 前２年の平均年間卸売金額 保 証 金 の 額 

  40億円未満  

  40億円以上 70億円未満  

2,000,000  円 

3,000,000  



 

 

  70億円以上 100億円未満  

 100億円以上 150億円未満  

 150億円以上 300億円未満  

 300億円以上 500億円未満  

 500億円以上  

4,000,000  

6,000,000  

8,000,000  

10,000,000  

12,000,000  

 

附則別表２ 

条例第 56条第１項の許可を受けた面積 保 証 金 の 額 

20平方メートル未満                  

20平方メートル以上 40平方メートル未満        

40平方メートル以上 60平方メートル未満        

60平方メートル以上 100平方メートル未満       

100平方メートル以上 

25,000  円 

60,000  

90,000 

150,000 

200,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別記様式第１(Ａ４) 

卸売業者  

仲卸業者  

関連事業者 

施設使用者  

市 場 施 設 
使用許可 

使用許可更新 
申 請 書 

  年  月  日 

 大阪市長 様 

       住 所           

法人にあっては主たる           
事 務 所 の 所 在 地           

          氏  名        

法人にあってはその名           
称及び代表者の氏名            

 大阪市中央卸売市場業務条例 

第 5 4 条 

第 5 6 条 

第 5 7 条 

第 5 8 条 

第１項の規定により、大阪市中央 

卸売市場南港市場の市場施設の 
使 用 許 可 

使用許可更新 
を受けたいので、関係書類を 

添えて次のとおり申請します。 

  

市場施設の種別   

  

位 置   

面 積     平方メートル 

用 途   

期 間   年  月  日から    年  月  日まで 

  

 



 

 

 

別記様式第２(Ａ４) 

工作物設置等承認申請書 

  年  月  日 

 大阪市長 様 

業種又は住所             

    屋号又は名称             

          氏名又は代表者             
 

 市場施設に工作物設置、模様替え等をしたいので、大阪市中央卸売市場業務条例南港 
市場施行規則第50条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 

記 

工 事 を 施 工 し よ う と す る 位 置  

工 事 概 要  

用 途  

工 事 施 工 理 由  

着 手 予 定 日  

完 成 予 定 日  

請 負 人 

住 所  

氏 名 又 は 名 称  

現 場 代 理 人  

そ の 他  

 

 



 

 

 

別記様式第３(Ａ４) 

請  書 

  年  月  日 

 大阪市長 様 

       業種又は住所             

    屋号又は名称             

          氏名又は代表者             
 

 

     年  月  日付大阪市指令中卸第    号で承認を受けました 

工作物設置等承認条件をお請けします。 

 



 

 

 

別記様式第４(Ａ４) 

工作物設置 

模様替え 
工事完成届 

  年  月  日 

 大阪市長 様 

       業種又は住所             

    屋号又は名称             

          氏名又は代表者             
 

     年  月  日付大阪市指令中卸第    号で承認を受けました工事について
は、次のとおり完成しましたので、大阪市中央卸売市場業務条例第60条の第２項の定めによ
り、お届けします。 

記 

１ 位 置                                

                                       

２ 工 事 概 要                                

                                       

３ 着手年月日        年   月   日 

４ 完成年月日        年   月   日 

５ そ の 他                                

                                       

      起案 

・  ・ 

      閲了 

・  ・ 

 

 


